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高槻市条例第 １２ 号 

   高槻市介護保険法に基づく事業及び施設に関する基準を定める条例等の

一部を改正する条例 

 （高槻市介護保険法に基づく事業及び施設に関する基準を定める条例の一部

改正） 

第１条 高槻市介護保険法に基づく事業及び施設に関する基準を定める条例（

令和３年高槻市条例第４２号）の一部を次のように改正する。 

  第４条第１項中「第３号」を「第４号」に改め、同項第２号及び第５号中

「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項第６号とし、同項第

４号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項第５号とし、

同項第３号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項第４号

とし、同項第２号の次に次の１号を加える。 

  (3) 基準省令第２３条第４号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、

その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

第４条第２項及び第３項中「第５号」を「第６号」に改め、同条第４項中

「第２号」を「第３号」に改め、同項第１号及び第４号中「に規定する」を

「の規定による」に改め、同号を同項第５号とし、同項第３号中「に規定す

る」を「の規定による」に改め、同号を同項第４号とし、同項第２号中「に

規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項第３号とし、同項第１号

の次に次の１号を加える。 

  (2) 基準省令第５０条第４号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、

その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

第４条第５項中「同項」を「同項第１号」に、「あるのは、」を「あるの

は「第５８条」と、同項第２号中「基準省令」とあるのは「基準省令第５８

条において準用する基準省令」と、同項第３号から第５号までの規定中「第 

 ５４条」とあるのは」に改め、同条第６項中「第５号」を「第６号」に改 

 め、同項第４号及び第７号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同



号を同項第８号とし、同項第６号中「に規定する」を「の規定による」に改

め、同号を同項第７号とし、同項第５号中「に規定する」を「の規定による

」に改め、同号を同項第６号とし、同項第４号の次に次の１号を加える。 

  (5) 基準省令第６８条第４号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、

その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

第４条第７項中「第３号」を「第４号」に改め、同項第２号及び第５号中

「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項第６号とし、同項第

４号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項第５号とし、

同項第３号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項第４号

とし、同項第２号の次に次の１号を加える。 

  (3) 基準省令第８０条第４号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、

その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

第４条第８項中「第２号」を「第３号」に改め、同項第１号及び第４号中

「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項第５号とし、同項第

３号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項第４号とし、

同項第２号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項第３号

とし、同項第１号の次に次の１号を加える。 

  (2) 基準省令第８９条第１項第５号、第２項第４号及び第３項第４号の規

定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並

びに緊急やむを得ない理由の記録 

第４条第９項中「第３号」を「第４号」に改め、同項第２号及び第５号中

「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項第６号とし、同項第

４号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項第５号とし、

同項第３号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項第４号

とし、同項第２号の次に次の１号を加える。 

  (3) 基準省令第９８条第４号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、

その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

  第４条第１０項中「同項第２号から第４号までの規定中「第１０５条」と

あるのは、」を「同項第２号中「第１０５条」とあるのは「第１０５条の３

」と、同項第３号中「基準省令」とあるのは「基準省令第１０５条の３にお

いて準用する基準省令」と、同項第４号及び第５号中「第１０５条」とある

のは」に、「同項第５号」を「同項第６号」に改め、同条第１１項中「同項

第２号から第４号までの規定」を「同項第２号中「第１０５条」とあるのは



「第１０９条」と、同項第３号中「基準省令」とあるのは「基準省令第１０

９条において準用する基準省令」と、同項第４号及び第５号」に、「同項第

５号」を「同項第６号」に改め、同条第１２項中「第３号」を「第４号」に

改め、同項第２号及び第５号中「に規定する」を「の規定による」に改め、

同号を同項第６号とし、同項第４号中「に規定する」を「の規定による」に

改め、同号を同項第５号とし、同項第３号中「に規定する」を「の規定によ

る」に改め、同号を同項第４号とし、同項第２号の次に次の１号を加える。 

  (3) 基準省令第１１４条第４号の規定による身体的拘束等の態様及び時

間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

第４条第１３項第２号から第６号まで及び第１７項第２号から第６号まで

の規定中「に規定する」を「の規定による」に改め、同条第１９項中「完了

の日」の次に「、第４号に掲げる記録にあっては当該記録を作成した日」を

加え、同項第２号から第７号までの規定中「に規定する」を「の規定による

」に改め、同条第２０項中「完了の日」の次に「、第２号に掲げる記録にあ

っては同号の報告の日、第３号及び第９号に掲げる記録にあっては当該記録

を作成した日」を加え、同項第２号から第９号までの規定中「に規定する」

を「の規定による」に改め、同条第２１項中「第４号」の次に「に掲げる記

録にあっては当該記録を作成した日、第５号」を加え、同項第２号及び第６

号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項第７号とし、同

項第５号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項第６号と

し、同項第４号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項第

５号とし、同項第３号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を

同項第４号とし、同項第２号の次に次の１号を加える。 

  (3) 基準省令第１９９条第７号の規定による身体的拘束等の態様及び時

間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

  第４条第２２項中「同項第３号」の次に「及び第４号」を加え、「同項第

４号から第６号まで」を「同項第５号から第７号まで」に改め、同条第２３

項中「第３号」を「第４号」に改め、同項第２号及び第５号中「に規定する

」を「の規定による」に改め、同号を同項第６号とし、同項第４号中「に規

定する」を「の規定による」に改め、同号を同項第５号とし、同項第３号中

「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項第４号とし、同項第

２号の次に次の１号を加える。 

  (3) 基準省令第２１４条第７号の規定による身体的拘束等の態様及び時



間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

第７条第１項中「第３号」を「第４号」に改め、同項第５号中「に規定す

る」を「の規定による」に改め、同号を同項第６号とし、同項第４号中「に

規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項第５号とし、同項第３号

中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項第４号とし、同項

第２号の次に次の１号を加える。 

  (3) 基準省令第１３条第２号の３の規定による身体的拘束等の態様及び時

間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

第７条第２項中「第５号」を「第６号」に改める。 

第１０条第１項中「第２号」を「第３号」に改め、同項第１号及び第４号

中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項第５号とし、同項 

 第３号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項第４号と 

 し、同項第２号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項第

３号とし、同項第１号の次に次の１号を加える。 

  (2) 基準省令第５７条第４号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、

その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

第１０条第２項中「第４号」を「第５号」に改め、同条第３項中「第５号

」を「第６号」に改め、同項第４号及び第７号中「に規定する」を「の規定

による」に改め、同号を同項第８号とし、同項第６号中「に規定する」を「

の規定による」に改め、同号を同項第７号とし、同項第５号中「に規定する

」を「の規定による」に改め、同号を同項第６号とし、同項第４号の次に次

の１号を加える。 

  (5) 基準省令第７６条第９号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、

その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

第１０条第４項中「第３号」を「第４号」に改め、同項第２号及び第５号

中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項第６号とし、同項 

 第４号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項第５号と 

 し、同項第３号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項第

４号とし、同項第２号の次に次の１号を加える。 

  (3) 基準省令第８６条第１１号の規定による身体的拘束等の態様及び時

間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

第１０条第５項中「第２号」を「第３号」に改め、同項第１号及び第４号

中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項第５号とし、同項 



 第３号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項第４号と 

 し、同項第２号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項第

３号とし、同項第１号の次に次の１号を加える。 

  (2) 基準省令第９５条第１項第４号、第２項第４号及び第３項第４号の規

定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並

びに緊急やむを得ない理由の記録 

第１０条第６項中「第３号」を「第４号」に改め、同項第２号及び第５号

中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項第６号とし、同項 

 第４号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項第５号と 

 し、同項第３号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項第

４号とし、同項第２号の次に次の１号を加える。 

  (3) 基準省令第１２５条第１１号の規定による身体的拘束等の態様及び時

間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

第１０条第７項第２号から第６号まで及び第１１項第２号から第６号まで

の規定中「に規定する」を「の規定による」に改め、同条第１２項中「ある

のは、」を「あるのは」に改め、同条第１３項中「完了の日」の次に「、第

４号に掲げる記録にあっては当該記録を作成した日」を加え、同項第２号か 

 ら第７号までの規定中「に規定する」を「の規定による」に改め、同条第 

 １４項中「完了の日」の次に「、第２号に掲げる記録にあっては同号の報告

の日、第３号及び第９号に掲げる記録にあっては当該記録を作成した日」を

加え、同項第２号から第９号までの規定中「に規定する」を「の規定による

」に改め、同条第１５項中「記録にあっては」の次に「当該記録を作成した

日、第４号に掲げる記録にあっては」を加え、「第６号」を「第７号」に改

め、同項第１号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同項第６号を

同項第７号とし、同項第５号中「に規定する」を「の規定による」に改め、

同号を同項第６号とし、同項第４号中「に規定する」を「の規定による」に

改め、同号を同項第５号とし、同項第３号中「に規定する」を「の規定によ

る」に改め、同号を同項第４号とし、同項第２号中「に規定する」を「の規

定による」に改め、同号を同項第３号とし、同項第１号の次に次の１号を加

える。 

  (2) 基準省令第２７８条第９号の規定による身体的拘束等の態様及び時

間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

第１０条第１６項中「同項第２号」の次に「及び第３項」を加え、「同項



第３号から第５号まで」を「同項第４号から第６号まで」に、「同項第６号

」を「同項第７号」に改め、同条第１７項中「第２号」を「第３号」に、「

第５号」を「第６号」に改め、同項第１号中「に規定する」を「の規定によ

る」に改め、同項第５号を同項第６号とし、同項第４号中「に規定する」を

「の規定による」に改め、同号を同項第５号とし、同項第３号中「に規定す

る」を「の規定による」に改め、同号を同項第４号とし、同項第２号中「に

規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項第３号とし、同項第１号

の次に次の１号を加える。 

  (2) 基準省令第２９１条第８号の規定による身体的拘束等の態様及び時

間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

第１３条中「指定介護予防支援事業者」を「地域包括支援センターの設置

者である指定介護予防支援事業者」に改める。 

第１４条第１項中「第３号」を「第４号」に改め、同項第２号エ及び第５

号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項第６号とし、同

項第４号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項第５号と

し、同項第３号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項第

４号とし、同項第２号の次に次の１号を加える。 

  (3) 基準省令第３０条第２号の３の規定による身体的拘束等の態様及び時

間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

第１６条第２項中「介護保険法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号） 

 第１７条の１２に規定する看護小規模多機能型居宅介護」を「法第８条第 

 ２３項第１号に規定するもの」に改める。 

第１７条第１項中「第５号」を「第６号」に改め、同項第２号中「に規定

する」を「の規定による」に改め、同項第４号中「第３条の２４第１１項」

を「第３条の２４第１０項」に改め、同項第７号中「に規定する」を「の規

定による」に改め、同号を同項第８号とし、同項第６号中「に規定する」を

「の規定による」に改め、同号を同項第７号とし、同項第５号中「に規定す

る」を「の規定による」に改め、同号を同項第６号とし、同項第４号の次に

次の１号を加える。 

  (5) 基準省令第３条の２２第９号の規定による身体的拘束等の態様及び時

間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

第１７条第３項中「第３号」を「第４号」に改め、同項第２号及び第５号

中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項第６号とし、同項 



 第４号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項第５号と 

 し、同項第３号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項第

４号とし、同項第２号の次に次の１号を加える。 

  (3) 基準省令第１０条第６号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、

その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

第１７条第４項中「第３号」を「第４号」に、「第６号」を「第７号」に

改め、同項第２号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同項第６号

を同項第７号とし、同項第５号中「に規定する」を「の規定による」に改

め、同号を同項第６号とし、同項第４号中「に規定する」を「の規定による

」に改め、同号を同項第５号とし、同項第３号中「に規定する」を「の規定

による」に改め、同号を同項第４号とし、同項第２号の次に次の１号を加え

る。 

  (3) 基準省令第２６条第６号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、

その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

第１７条第５項中「同項第２号から第４号までの規定」を「同項第２号中

「第３７条」とあるのは「第３７条の３」と、同項第３号中「基準省令」と

あるのは「基準省令第３７条の３において準用する基準省令」と、同項第４

号及び第５号」に、「同項第５号及び第６号」を「同項第６号及び第７号」

に改め、同条第６項中「第４号」を「第２号及び第８号に掲げる記録にあっ

ては当該記録を作成した日、第５号」に改め、「、第７号に掲げる記録にあ

っては当該記録を作成した日」を削り、同項第３号中「に規定する」を「の

規定による」に改め、同項第７号を同項第８号とし、同項第６号中「に規定

する」を「の規定による」に改め、同号を同項第７号とし、同項第５号中「

に規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項第６号とし、同項第４

号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項第５号とし、同

項第３号の次に次の１号を加える。 

  (4) 基準省令第４０条の８第４号の規定による身体的拘束等の態様及び時

間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

第１７条第７項中「第３号」を「第４号」に、「第６号」を「第７号」に

改め、同項第２号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同項第６号 

 を同項第７号とし、同項第５号中「に規定する」を「の規定による」に改 

 め、同号を同項第６号とし、同項第４号中「に規定する」を「の規定による

」に改め、同号を同項第５号とし、同項第３号中「に規定する」を「の規定



による」に改め、同号を同項第４号とし、同項第２号の次に次の１号を加え

る。 

  (3) 基準省令第５１条第６号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、

その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

第１７条第８項第３号から第７号まで及び第９項第２号から第６号までの

規定中「に規定する」を「の規定による」に改め、同条第１０項中「完了の

日」の次に「、第４号及び第８号に掲げる記録にあっては当該記録を作成し

た日」を加え、「、第８号に掲げる記録にあっては当該記録を作成した日」

を削り、同項第２号から第７号まで並びに同条第１１項第２号から第６号ま

で並びに第１３項第３号及び第６号から第９号までの規定中「に規定する」

を「の規定による」に改める。 

第２３条第１項第２号から第６号までの規定中「に規定する」を「の規定

による」に改める。 

第２６条第１項中「完了の日」の次に「、第２号に掲げる記録にあっては

当該記録を作成した日」を加え、同項第２号から第７号までの規定中「に規

定する」を「の規定による」に改める。 

第２９条第１項中「完了の日」の次に「、第２号に掲げる記録にあっては

当該記録を作成した日」を加える。 

第３２条第１項中「第３号」を「第４号」に、「第６号」を「第７号」に

改め、同項第２号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同項第６号

を同項第７号とし、同項第５号中「に規定する」を「の規定による」に改

め、同号を同項第６号とし、同項第４号中「に規定する」を「の規定による

」に改め、同号を同項第５号とし、同項第３号中「に規定する」を「の規定

による」に改め、同号を同項第４号とし、同項第２号の次に次の１号を加え

る。 

  (3) 基準省令第４２条第１１号の規定による身体的拘束等の態様及び時

間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

第３２条第２項第３号から第７号まで及び第３項第２号から第６号までの

規定中「に規定する」を「の規定による」に改める。 

（高槻市社会福祉法に基づく施設に関する基準を定める条例の一部改正） 

第２条 高槻市社会福祉法に基づく施設に関する基準を定める条例（令和３年

高槻市条例第４０号）の一部を次のように改正する。 

第４条第３号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同条第４号中



「第３１条第２項の」の次に「規定による」を加え、同条第５号中「第３３

条第３項の」の次に「規定による」を加える。 

（高槻市老人福祉法に基づく施設に関する基準を定める条例の一部改正） 

第３条 高槻市老人福祉法に基づく施設に関する基準を定める条例（令和３年

高槻市条例第４１号）の一部を次のように改正する。 

第４条第３号から第５号まで及び第７条第１項第３号から第５号までの規

定中「に規定する」を「の規定による」に改める。 

   附 則 

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。ただし、第１条中高槻市介護

保険法に基づく事業及び施設に関する基準を定める条例第４条第６項から第８

項まで及び第１２項並びに第１０条第３項から第６項までの改正規定は、同年

６月１日から施行する。 


